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第（７）回 八代市住民自治推進検討委員会会議録 

開催日時 平成 18 年 10 月 27 日（金）13：30～16：00 

開催場所  千丁支所 2Ｆ大会議室 

■ 出席委員 
委員長 荒木 昭次郎 委 員 吉田 昭造 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 小笠原 亨 
副委員長 山本 正人 〃 上村 宏子 〃 本田 勉 
委 員 松村 政利 〃 黒田 武生   

〃 寺岡 甚蔵 〃 山本 清人   
〃 竹原 基信 〃 山田 豊   
〃 岩田 美江子 〃 緒方 勢一   

■ 欠席委員 
委 員 草部 史考 ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ 稲田 新一   
ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞ 永原 辰秋     
■ 出席職員 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

地域振興課長 米田 健二 千丁支所総務課振興係長 上原 通 
地域振興課審議員 坂口 孝幸 鏡支所地域振興課係長 松岡 猛 
地域振興課副主幹 澤田 宗順 泉支所総務課振興係長 東坂 宰 

地域振興課主任 村上 修一   

地域振興課主事 橋本 理恵   

企画調整課長補佐 福永 知規   
生涯学習課長補佐  山村 励   

■ その他の出席 

役 職 氏 名 役 職 氏 名 

    
■ 協議事項 

①第 3 回地域審議会中間報告について 
②最終報告について 

■ 議事録 

（事務局） 
皆さんこんにちは。定刻となりましたが、本日は委員お一人が欠席でございま

す。また、まだお見えになっていない委員さんもいらっしゃいますが、第 7回の

住民自治推進検討委員会を始めたいと思います。本日も大変お忙しい中にご出席

いただき誠にありがとうございます。 
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さて、本日で第 7回目の開催となりますが、間に地域審議会を開催しましたこ

とから、約 3ヶ月ぶりということになります。本日からは、最終報告に向けた調

整作業となり大変、中身の濃い審議となりますが、どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

それでは、後の進行は、議長宜しくお願いいたします。 

（委員長） 

 皆さん方こんにちは。前回 7月 21 日、第 6回の委員会でしたが、約 3ヶ月過

ぎまして、本日が第 7 回の検討委員会ということです。最終の提言を出すまであ

と 1回予定をされている状態でございます。新聞でも私は拝見をさせていただき

ましたが、各地域の地域審議会において、この委員会で審議してきた内容をお示

しされ、ご意見を出されてきているようでございます。それを踏まえて、若干、

検討すべき事項を事務局の方で整理をしていただきました。 

大筋はおおよそご理解をしていただいているようでございます。若干の点につ

きましては、部分的に「変更すべき点であるとか、ある部分をこのようにしたら」

等、地域審議会からの意見が出ているようでございますので、そのような点を踏

まえながら、本日は検討を加えて行きたいと思います。 

それでは、時間も限られておりますので、9 月から 10 月にかけて行われまし

た地域審議会でのご意見を踏まえまして、最終報告をまとめる段階で、このよう

な方向で対応していくか等を本日は審議して参りたいと思います。 

そこで、どういった点について、どのような点のご意見が地域審議会から出さ

れたか、それに対して、この検討委員会で検討した内容を踏まえ、どのように回

答したか、また、不十分な点についてはどういう課題が残っているのか等につき

まして、事務局からご説明をしていただきたいと思います。 

 ※資料の確認 

※第 3回地域審議会における意見について説明 

 

（委員長） 

 どうも、ありがとうございました。 

 それでは、ただ今、地域審議会から出されました意見、それに対しまして、検

討委員会で審議して来ました内容を踏まえまして、地域審議会で回答がなされて

いるようです。これから、1 ページ目の 1 番から最後の 21 番まで１件ずつ、対

応の仕方について、確認をして参りたいと思います。では、先ず、１番目、地域

審議会から出された意見「いかにして、住民自治を下まで浸透させるのか」とい

うことでございますが、それについて、事務局から説明がありましたが、「先進

事例を参照しながら、それぞれの方に説明をし、住民自治のあり方を理解してい

ただくとうということは、本当に大事なこと。」ということで、説明をされてい
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るようでございます。そして、対応（案）として、「住民や各種団体に対する説

明会を積極的に行っていきたい」という対応でございます。1番目の対応につい

て、このような形でよろしいかどうかということです。もっと、こういう具合に

したらどうだろうかということがありますれば、ご意見を出していただきたいの

ですが。大体、これから先の対応の方法ですから、おおよそ対応としては、この

程度かという感じはいたします。 

21 項目ございますので、結構、時間がかかるかと思います。１番目はこのよ

うな対応でよろしいでしょうか。 

※了 承 

 

（委員長） 

２番目でございます。２番目は、地域審議会から出された意見は、「地域にいろ

んな団体がある中で、それぞれ活動を行っているようです。事務局の回答として

は、「老人会、婦人会、PTA 等、それぞれが一つのテーブルについて、いろいろ

話をすることが、住民自治を進める上での第一歩ではなかろうか」という説明が

なされているようです。 

対応(案)といたしましては、「実施計画」、この場合の実施計画は、総合計画の

中の実施計画なのか、この住民自治推進のための実施計画なのか、それを作って

いくことなのかどうかということですが、この点は先ほど説明ではわからなかっ

たのですが。 

 

（事務局） 

 今後の取組みの中で、提言を受けまして、行政の方では基本的な指針を作成し

ます。それに併せまして実施プログラム、実施計画を作っていくことになろうか

と思います。この実施計画というのは、住民自治推進に向けての実施計画の策定

ということでご理解をいただければと思います。 

 

（委員長） 

 ということでございまして、先ず、住民自治推進のガイドラインを設け、その

ガイドラインに沿った、住民自治強化策の実施計画をお作りになるということ

で、その中で判りやすく、各地域における活動団体のあり様を示していくという

対応でございます。これからの作業が行政の方にかかってくるわけですが、その

ための指針がこうあるべきだというようなことは、この委員会で触れているとこ

ろであろうかと思います。 

 何かこの点について、ご意見はございますか。 

（委 員） 
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 この意見は私が出したものですが、現在は、子供との交流が殆ど少ないのです。

やはり、小中学校と１ヶ月に１回ぐらい、２ヶ月に１回でもいいですので、子供

たちとのふれあいの日を作っていただければ、社会教育として、それに基づいて

計画を立てていく訳です。年間の計画を、ですね。例えば、歩け歩け遠足を春・

秋２回、それからスポーツ交流、ゲートボールとかグランドゴルフとか子供から

大人も参加する。それから、町内盆踊り大会これも全員参加。もう一つは、年１

回ぐらい、せっかく防災組織が出来ているから、防災訓練にも大人から子供全員

が参加ですね、非難訓練が必要ですから。それから、６０歳以上は「いきいきサ

ロン」をしていますが、当初は子供たちにも呼びかけをして来ていましたが、殆

どの子供たちが部活や塾通いで、殆ど参加ができないわけです。この辺を学校、

ＰＴＡの協力を得ながら、若い人との交流を進めていけば良いということで出し

たわけです。 

（委員長） 

 ただ今、意見を出された方から、その具体的対応について、お示しをいただい

たわけですが。 

（委 員） 

 特に学校の対応が重要です。 

（委員長） 

 一つの問題は、当事者として現在置かれている立場、状況といったものと、こ

れをどう見るかという点。もう一点は、ある活動において、年間のスケジュール

を立てて、ちゃんとやっていけるような形を、今後の対応の方法として、事例的

にいくつかお示しをしていくことで可能ではなかろうかと思うのです。 

これから先は、各活動団体、地域によって、取り組み方は違ってくるのではな

いかと思います。ただ、ガイドライン、実施計画の中では、委員がおっしゃった

例を要領よくまとめて、事例的にお示しいただくということで対応していくこと

でいかがでしょう。よろしいでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 それでは、３番目の案件ですが、「住民自治を浸透させる役目は、町内会長に

なる。勉強していかないといけない」、これは町内会長さんだけではないと思い

ます。ですから、それに対しての回答としては、「これからの市政を運営してい

く中では、町内会長の役割は大事な事柄だと思う。そういうのを一つひとつ丁寧

に、誠実にやっていく」というようなお答え方が出されています。そういうこと

で、対応策ということでは、中間報告の中でも触れられていますが、最終章の「推

進に向けて」というところで、地域の役割と行政の役割とをしっかりと示してあ
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げて、町内会ではこういうこと、或いは地域の活動団体ではこのような活動が行

いうる、そのために、行政はどのような補完ができるのかというようなことも「推

進に向けて」というところで触れていきたいということでございます。そういう

対応でよろしいかどうか。いかがでしょうか 

（委 員） 

 ひとつよろしいでしょうか。 

 この対応（案）の中で、「推進に向けて」ということが３、４箇所出てきます。

本日の議題の中で、「最終報告について」ということが予定されているようです。

若干、最終報告の基本的な考え方等、大枠を事務局から教えてもらえるのかどう

か。この検討委員会はあと１回ですよね。ですから、最終回でこの「最終報告、

推進に向けて」というものが出てきても私たちは、あまり審議する機会がないよ

うな気がいたします。ですから、本日大枠の考え方が出されるのかどうか。 

（委員長） 

 只今の点は、重要なご指摘でございまして、一定程度、ここの「推進に向けて」

では、こういったことを標記、明記するというふうに考えているという大枠の考

え方を、具体的に文章化されていないものですから、わからない。その点をでき

ればお話をいただければと思います。 

（事務局） 

 今のご指摘の件は、恐らく聞かれるのかと思っておりました。実は、各地域審

議会の意見を踏まえて、この場で意見を出していただきまして、その後とりまと

めをいたしまして、そして事前に委員さんへお配りをして、意見をいただく、そ

して、全体的な議論は次回の第８回検討委員会で、再度議論をしていただいて、

「推進に向けて」の整理をやりたいというふうに事務局としては考えておりま

す。 

（委 員） 

 そうしますと、最終的な文章として出てきますのは、最後ということで、次回

の検討委員会のときに事務局の（案）が出てくるわけですね。私は先ほど言いま

したように、それに沿った検討ができればしてみたいと思っているわけですね。

第４回の地域審議会にかかると思いますが、やはり最終段階ですから、大事をと

ってできれば、私たちも細部的な事項まで審議ができれば、そしてその手はずを

整えていただくと助かると思います。 

（委員長） 

 ありがとうございます。今の点につきましては、先ほどの事務局の説明では、

本日の検討委員会が終った後で委員の皆さんが出された意見をまとめて、そし

て、「推進に向けて」の文章化を（案）として作りあげる。それを次回の前の段

階で各委員の皆さんに文章化したものを提示、配布をしていただきまして、それ
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に目を通していただく、そして、意見があれば事務局に出していただき、それを

次回の検討委員会の中で議論をして、付け加えるもの、削るもの等を入れ込んで、

最終（案）を次回にまとめ上げるという意向でございます。そうは言っても委員

さんのからは、大事なことだから一回ぐらいそれを中心にした議論がほしいとい

う意見でございます。 

 ただ、限られた時間と回数でございますので、次善の方策として、本日の検討

委員会の結果を受けて、原案を作り、そして委員さん方にお示しをして意見を何

らかの形で事務局に届けていただき、修正をした箇所があれば、それを整理した

ものをもって、次回の検討委員会で審議をすると、そしてまとめるということで

ございますが、そういう方向でよろしいでしょうか。時間も限られていますので、

一定程度は止むを得ないかと思いますが、よろしいでしょうか。 

 ※了 承 

 それでは、そういう形で「推進に向けて」を事務の方で、原案を宜しくお願い

します。本日の各委員さん方のご意見をまとめて、案をできるだけ早い期間に作

っていただき、委員さんへ配布をしていただき、意見をもらって箇所修正的な形

で、次回の検討委員会でまとめあげるというふうにしたいと思います。 

（委員長） 

 それでは、４番です。地域審議会におきましては、「ＮＰＯとかボランティア

団体がたくさんあると思うけれども、どういうボランティアがあるのか、全然知

られていないものがあると。」そういった情報が十分ではない、情報提供が不十

分ということですね。そういうことで、行政側で把握しているものと、社会福祉

協議会等で把握しているもの、そっちの方で所管を任せっきりにしているものも

ある。これは行政のセクショナリズムであって、住民とは関係ない部分の問題で

すね。だから、住民の方で判るように、社協でやろうが、行政でやろうが、一般

住民に判るような形の情報を流し込んでいただき、市民と行政、社協すべてがこ

ういったものに関する情報を共有できるようにしていただきたいということで

すね。 

 ここでの対応としては、「社会福祉協議会だよりに掲載していただくよう要望

を行う」という対応ですが、この対応の仕方でよろしいかどうかですね。ご意見

をお伺いいたします。 

（委 員） 

 公式にボランティア団体は届ける義務はあるのでしょうか。 

（委員長） 

 義務があるやいなやということですね。事務局。 

（委 員） 

任意団体が届けなしに、活動していることが多いのではないのでしょうか。 
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（事務局） 

 団体が届けるということはないと思います。ただ、社会福祉協議会の方で、ど

ういう団体があるかということで、いろいろまとめていらっしゃいまして、社会

福祉協議会のＨＰでは、それぞれのボランティア団体が載っています。ですから、

100％ということではないのですが、社協で把握できるものは把握して、ＨＰに

掲載するとかの作業をやられているということが事実でございます。この時の委

員さんのご意見の中では、八代地域審議会が合併して広くなったものですから、

いろんなボランティア団体 20 数名が集まって、どうしようかという話を数日前

されたということだったとお聞きしております。ですから、そのような会員を通

じてボランティア活動がうまくいくように、進め方を社協でやっていると思いま

す。社協ですべて掌握するということではないのですが、そういうことも社協で

はやられているという事実があるということです。 

（委員長） 

 若干、この対応の仕方では、他の自治体と比較して弱いと受け止めます。社協

にお任せということではなくて、行政としても地域の社会貢献活動、環境であれ、

福祉活動であれ、何でも活動を行っている団体の情報を 1箇所に集めて、情報セ

ンター的なものを用意する。例えば、八代市には広報広聴担当課があります。或

いは市民相談コーナーもあるに違いない。そういう情報も込みこみで、八代市ま

ちづくり情報センターとか、そういう一括したところで、まちづくり、ボランテ

ィア団体、福祉ボランティア、環境ボランティアは、いつでも誰でもそこに行け

ばどの地域でどのような活動が行われているのかが判るような、そういう情報を

社協だけに任せないで、八代市全体として取り組む、そういう方向に将来的には

持って行きたいぐらいの若干積極的なことを、対応方法として示されておかれて

はどうかとそういう感じがいたします。皆さんいかがでしょうか。 

（委 員） 

 いいでしょうか。私も委員長のご意見に全く同感です。そこで、協働のイメー

ジというところの謳い方で、わざわざ図を描いて、例示を挙げてボランティア団

体を謳っています。ですから、やはり自治推進の方でも、積極的に情報を集めて

把握をしておかないといけないという気がします。ですから、社協任せというこ

とではなくて、こちらの方から主体的、主導的に取り組むべきではなかろうかと

考えます。 

（委 員） 

 この問題も私が出したのです。ＮＰＯとかボランティア等が数多くあります。

ところが、私の地区で総合社会教育の会議が年に 4回あります。ところがボラン

ティア団体の方が一度も出て来られたことはないのです。「私たちはこのような

ボランティアをしている。どうか一度参加してください。」というようなことを
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言ってほしいと思います。でないと、町内会長さんたちは全く知らないのです。

それで、私が提言をしたのです。ボランティア団体は数多くあると思うのです。

しかし、市報や何でもいいので掲載をして、「私たちはこういうことをやってい

ます。」ということを言っていただければ、「よし、俺もこの団体に入ってやって

ボランティアをやってみよう」とかの意識も出てくると思いましたので私は出し

たのですよ。 

（委員長） 

 それでは、事務局の方では、ただ今出された意見を踏まえて、この件について

は、「将来の方向として、こういうことを念頭においていく」というようなまと

め方で、「推進に向けて」の中で、触れておいていただきたいと思います。 

（委員） 

 「推進に向けて」ではなくて、私はこの制度ができた段階で、既にそのような

方向で向かっていた方が、私たちも活動がしやすいです。 

（委員長） 

 ということでございます。宜しくお願いいたします。 

 それでは、4番目はよろしいでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 次、5番目に行きます。いろんなボランティア団体等が活動されているかと思

いますが、どの団体がボランティアでＮＰＯなのか、或いは社協の活動なのか。

その把握といいますか、それが判らないということ。どこからどこまでがボラン

ティアと言うのか、活動している団体間で目標が共有されれば、その共有した目

標を達成していくために「Ａというボランティアはここまでやる。Ｂという町内

会・自治会はその先のここまでをやり、さらに、ＣというＮＰＯ法人はその先の

ここまでをやる」というように、各種団体が協力・連携していく、つまり、協働

をしていくことによって、その目標が達成されていくという面があるわけなので

す。そうした活動は、非常に多様にわたっています。多様にわたる様々な団体の

活動を、一つの目標達成において、ここからここまでをある団体がやっていくと

いうような形で示してもらえないかということなのです。行政はこれをわかりや

すくするために、内部では、行政組織の事務分掌規定で分けられているわけです。

目的と文書規定で、これが福祉課であったり、生活安全課であったり、交通対策

課であったりとか、行政はそういう具合に区別してわかりますが、しかし、一般

市民が活動している場合、もっと判りやすい分け方が必要ではなかろうかという

面も意見の中にあったのではないかと思います。 

 行政としては、行政の各課各係が住民ニーズに応じた形で、対応されてされて
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います。ここでの対応としては、「生活安全課のほか、社会福祉協議会に対して

も伝える」という対応の仕方になっている。この点も先ほどの点と同じように、

住民の感覚と行政の感覚のズレみたいなものがあるのではなかろうかと。ですの

で、対応策は、そういうズレをなくす、これからの推進に向けて、どうするのか

ということを示す必要があるのではないかという私からの問題提起ですが、委員

の皆さん方、どうぞこの点について、ご意見をいただきたいと思います。 

（事務局） 

 一応、この提言書の中に、ボランティア団体、ＮＰＯ等と連携を図るというこ

とを記載しております。最後の用語解説にもありますが、その中にボランティア

団体というものはどういったものかということを、位置付けをはっきりさせると

いうことによって、そのことを繋げるように盛り込み、その後は実施プログラム

を作っていきますので、その中で具体的にどのように行っていくのかを盛り込ん

でいければと思います。ですから、この提言書の用語解説のところに「ボランテ

ィア団体」とはどういうものだということを簡単に入れまして、あと実践的なこ

とにつきましては、実施計画の中でどういうやり方があるとか、どういう連携の

仕方があるとかがあろうかと思いますので、そこで示して行ってはどうかと思い

ます。 

（委員長） 

 そういうことで、「用語解説」のところで記していくということでご了解いた

だきたいと思います。 

 次に 1枚めくっていただいて、6番目でございます。 

 地域審議会からは、「八代ボランティア協議会というのが社会福祉協議会の中

にある。そちらの方で登録されれば、こういう団体が八代市内にはあるんだよと

いうことを知ることができる。」これに対しては、特段回答はされていないよう

でございます。対応として、先ほどの 4 番目と同じような形となりますが、「社

会福祉協議会との連携を図る。また、ＨＰの更新をしていただくよう要望する。」

ですから、この点も４と同じような形で示していただければと思います。内容的

には同じでございます。そういう対応でよろしいでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 それでは、7 番目、地域審議会からの意見としては、「ボランティア団体の特

定講座、セミナー講座、ワークショップの実現を進めると提言していたことを、

まちづくり実現のための行政支援策のなかの２番の中に入れてもらいたい。」と、

これは、中間報告の中では何ページのどの部分となりますでしょうか。 

（事務局） 
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 １５～１６ページです。 

（委員長） 

 「まちづくり実現のための行政支援策」がまとめられています。こういう形で、

進めていくということですが、この中の 2番目の中ということは、（２）ですね。

「住民自治を広げる担い手の育成」という中に入れてもらいたいということで

す。これは先ほどの説明から推測しますと、実施計画の事例を示すときに当然の

ことながら入っていく、対応策もそういう形で書いてあるわけですから、具体的

な対応を事例的に示していくという段取りになっていますね。そういう形で示し

ていくということになりますが、それでよろしいでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 8 番目でございます。「一つ聞きたいのは、住民自治について、行政の方は研

究されているのかどうか。一部負担をするということですが、分権というからに

は税源移譲が住民自治活動の方にもあるのかどうか。」という意見が出されてい

ます。 

 これについて、回答は、「新市建設計画には、しっかりと位置づけていること

から検討している。これから先進地事例や答申をいただいて検討を深めていく。」

という回答がなされております。それから、「分権時代の中での権限移譲につい

ては、いろんな活動をやっていただくわけですので、活動の中身に対してもいろ

んな面で支援措置が必要であると認識している。」という回答がされています。 

この点については、検討委員会でも 4回、5回あたりの委員会で皆さん方からご

意見をいただいて検討してきたところでございます。 

 それを踏まえた形の対応策を考えていくということになりますが、これも最終

章の「推進に向けて」に、たまたまこれが、文章化されていないものですから、

雲を掴むような形になっています。この位置付けを明確にし、住民自治推進のた

めの実施計画を策定していくときに、その内容を具体的に盛り込んでいくという

という形でございます。こういう形で取り込むという対応ですが、ご意見を賜り

たいと思います。 

（委 員） 

 住民自治を作ったときに、税金まで自治会でやることは、これは行政の仕事で

あると思います。やはり、住民自治というのは、自分たちでできることは自分た

ちでやる、地域でできることは地域でやる、できないことを市の方で補完すると

いうことですから、主旨から言って税金までどうというと抵抗があります。これ

までやると会の運営が複雑になって、大変なことになると思います。政府の方で

これをやれと言われれば仕方がないことですが。 
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（委員長） 

 今、委員がおっしゃられたように合併特例法に基づく「地域自治組織」を考え

ていく場合と、それから、地方自治の一般法である地方自治法 202 条第 4項に示

されている「地域自治組織」を作って展開していく場合、いずれの場合も地域自

治組織に法人格を持たせた場合でも課税権、調整権といいましょうか、これを「合

併特例区」に与えるということは謳ってありません。いわゆる課税権等は首長に

委ねられているわけでありまして、八代市の行政の中でやるわけです。ここまで

は、日本の地方自治法の中では規定されていないわけです。アメリカとか私が知

っている範囲ではイタリアは、住区協議会みたいなところで、住民投票によって、

住区協議会に課税権を与えるというようなことをやっているところが 2、3 あり

ますけども一般的にはやっていません。それ以外に工夫をして、例えば寄付であ

るとかですね、或いは自分たちが参加費みたいにお金を出し合って、そのお金で

もって自分たちでやれることをやり、それで足りないときは、正々堂々と行政の

財政支援策等から下ろしていくということです。それが一般的であろうと思われ

ます。 

ですから、質問の最後の 2番目のところは、あるのかどうか、税源移譲が住民

自治の方にあるのかどうかということは、今のところ制度的にはないという以外

手はないのですが、それにとってかわるようなことを地域で工夫をしてやられれ

ばどうぞという以外、手がないのです。それから、地方自治法第 202 条第 4項は、

地域自治区を設けるところは、設けてやってよいというところまでは規定してい

ます。しかし、それを運営していくための費用、財源をどうこうするというとこ

ろまでは、今の地方自治法の中では明確に見えないということです。そのような

状態でありますから、税源移譲があるのか、ないのかと言われれば、それはあり

ませんということになります。ただし、やり方については、実施計画の中で、「こ

ういう地域の活動をこのような資金、労力をもってやって、時間をかけて、地域

の掲げる目標を達成していきます。自分たちでやれる分は、自分たちでやる。や

れない分は、そこから先は、行政の支援でもってやっていく。」という形の対応

策を示していただければよろしいのではないかと私は考えます。これは私だけの

考えでございます。皆さん方いかがでしょうか。 

（委 員） 

 私は、税源移譲まではできないと思います。ただ、合併特例法が改正されて、

「合併特例区」というものができましたね。あれは当然法人格を持たせるわけで

すから、考え方を若干弾力的に広げると税源移譲に行かなくてもこれに近いよう

な何らかの措置が取られるようなことが考えられます。この質問に対する対応

は、事務局で言っておられるように「いろんな面でも支援措置が必要である」と

いう程度で結構だと思います。これは、以前委員会から財政的な支援を 2回程言
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われましたよね。そこら辺の財政的な支援策もいろいろとありますので、そこら

辺で対応していただくと結構かなと考えます。 

（委員長） 

 合併特例区の例を持ち出されたわけですが、八代市全体の自治活動を行う自治

活動費という予算を組んでおいて、各地域審議会に該当するものが合併特例区と

いう形になるわけでございまして、その中では人口比と面積比でもって、自治活

動費の割合を案分していくという形が一般的にあるわけです。ですから、税源ま

で移譲するのかどうか分かりません。ここまでは日本の地方自治体の場合は見て

取っていないということだと思います。それでは、今までで出された意見で、こ

の 8 番目は通していくということで、「推進に向けて」と、それから実施計画策

定時にそのような内容を盛り込むという形でよろしいでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 それから、次の 9番目でございますが、なかなかシビアとところがあります。

「一部を助成するなんていわないで、今後の研究課題として、あくまでも使い道、

使途については自由であること。今までどおりの補助金というのは既得権に近

い。計画立て、計画されておっても、１年間に５％カットであっても自由に使え

ると、安心感があった。今後はしがらみではなく、のびのびと活動してもらうた

めにも、是非、使途自由というのは絶対必要。」という意見が出されております。

それに対する回答としまして、「これまで、それぞれの補助金にしても縦割りで

補助金が流れてきている。宗像市ではそれを一つの校区へ全体を受け入れ、その

使い道については、その会が使い道も検討していくと。自分の地域が遅れている

部分に使っていければ当然地域も活性化していい方向に向かっていくのではな

いかと認識している。そういった皆さんのご意見を踏まえて検討していきたい。」

という回答がなされておりまして、これについても、最終章の「推進に向けてで

位置付けを行い、実施計画策定時に盛り込む」つまり、国から県・市町村へ或い

は、市町村から地域団体へという具合に、助成金とか補助金が流し込まれている

ときは、必ず役所の所轄分野の担当課によって、縦割的に流し込まれていくとい

う傾向があるわけです。 

それでは、本当に地域が自由にのびのびと自治活動ができるようになっていか

ない。国が縦割的に補助金を出すから、地方自治体は自分のところの弱いところ

を伸ばしてといっても補助金がつかない、いつまでたっても地方自治体は強化で

きないということと同じように、市町村から各地域に補助金、助成金が流し込ま

れていく際の、その地域が望んでいることに補助金、助成金は落ちてこないで、

望まないところにたまたま事業と重複しているから下りてくるみたいな形にな
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っていく。それでは、地域の自治活動は発展しない。それであれば地域に一括し

て地域の自治活動費という形で補助金、助成金を下ろして、タテ割りを排除して

一括して補助、助成を行い、そして受け止めた地域が自由に、或いは自分ところ

の弱いところ、さらに伸ばしたいところに使っていけるようにしていくという、

そういう方向を、実施計画策定時に盛り込んでいただけるかということだと思い

ます。皆さん方いかがでしょうか。 

（委 員） 

 今おっしゃられましたように、住民自治組織が結成されましたのは、結局合併

によって広域になりました利点を、なお、この利点として活かすことだと思いま

す。そこで、支所の機能というのは、現在まででてきていませんけども、支所の

機能というものは明記できないものでしょうか。予算にしろ、権限にしろですね。

何かそのような位置付けができないかと思っています。 

（委員長） 

 本庁と支所、出張所との関係ですが、各地域は支所になっているのですか。 

（委 員） 

 「八代地域分権型社会を目指して」というものには、支所機能を位置づけて明

記されています。 

（委員長） 

 そうしますと、支所機能の中では皆同じような機能が配置されてあるのです

か。地域の特性に応じた機能が配置されているのですか。 

（委 員） 

 それと、それと、支所は６市町村ですので、旧八代市は校区ごとに分かれりし

ますでしょうから、旧八代市は、支所機能は一括してできるものなのかどうか、

そのような懸念はあります。 

（委員長） 

 今のご質問について、何かお答えできますでしょうか。 

（事務局） 

 支所機能については、現在 5支所、旧市に本庁ということで使われております。

これについては、行政の中で検討がなされていると思います。今回、この提言の

中につきましては、住民側の提言ということですので、当然提言を受けまして、

例えばどのような行政支援という形にするのかということがあるかと思います

が、どういう組織の中でやった方がいいのかは、これは行政の中での検討になっ

てこようかと思います。ですから、この中に謳った方がいいのかどうかというこ

とは、私ではお答えしにくいところがございます。 

（委員長） 

 これは、行財政改革のことも関係してきますのでオブザーバーの方から。 
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（オブザーバー） 

 それでは、私の方からお答えさせていただきます。合併いたしまして、1年数

ヶ月が経過しておりまして、いろんな課題というものも浮き彫りにされておりま

す。したがいまして、現段階では本庁機能、それから支所機能のあり方、これを

現在点検中でございます。今、盛んに検討を加えているという状況でございます。

したがって、今結論というところまで至っていないということでございますが、

合併した時点で、その合意事項としまして、急激な変化をもたらさないようにと

いうような合意が出されているところでございます。したがいまして、その合意

に基づいて急激な変化は、避ける方向では研究しているところであります。この

住民自治検討委員会の報告書の中に盛り込めるかというと、まだ研究中のことで

もございますし、また、本庁と支所機能だけでなく、支所機能だけでなく、本庁

機能もしなければなりませんので、少し時間的な問題等もございまして、困難で

はないかというふうに考えております。 

（委員長） 

 というような状況でございます。やはり、法定協議会で合併を勧めていく場合

に、いろいろと検討をされた各合併当事者の市町村で約束事が盛り込まれている

ということ、一定の 5 年、10 年という約束を守りながら進めていかなければな

らないということになっているようでございます。急激に約束事をひっくり返す

ようなことはいかないというようなことでございます。要望として、地域審議会、

或いは地域自治組織を設置し、地域住民自治を推進強化していくための一つの考

え方として、このようにあってほしいぐらいのことは、「推進に向けて」の中に

入れておいてもよろしいのではないかと思いますが。いかがでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委 員） 

 住民自治の一番弱い点は、予算編成ができないこと、議決権がないということ

で、協働の境がわかりませんよね。ここまでが行政、ここからが住民だという、

その境が曖昧であって、ウエイトということに私は不安をいただいています。 

（委員長） 

 一つの目標を設定し、その目標達成のために住民も活動する、ボランティア団

体も活動をする、ＮＰＯも活動する、行政も活動をする、そういう場合の境目と

いうものが見えにくいということ、だからその点が心配であるということでござ

います。これは、恐らく目標が設定されてお互いの主体が協力連携する際に活動

の目的・内容・性質によって、この活動の場合はうちはここまでできると宣言で

きるのです。そのようにできるようにルール化してしまう。すると、住民側でで

きないことは行政がやっていかざるを得ないということがはっきりしてきます
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ので、そういうことがはっきりできるように組み立てていこうということで、現

時点ではそのように対応していかざるを得ないと考えられます。 

 この対応はそういうことでよろしいでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 次ぎ 10 番目になります。この検討委員会でも植木町の婦人会がなくなってし

まうという記事が熊日新聞から出ていましたものをお配りしたことを覚えてお

ります。「従来あった団体がどんどん少なくなってきていると、この審議会でも

婦人会がより盛り返すような方法を審議していただきたい。」減っていくからし

ょうがないということではなくて、何故そうなるのか、盛り返すにはどのように

したらよいのかというようなことも踏まえて検討していただきたいというご意

見であります。そして、その中で「組織の形態の中に部会型と並列型があるが、

部会型の方に婦人部会と書いてない。やはり書いておく必要があると思う。」書

いていた方が、減少を防ぐという意味合いがあるのでしょう。だからこの場合も

入れておいていただきたいということのようでございます。 

 これを行政的に、婦人会組織を２０校区置けるようにしてほしいということで

ございますが、この点について、意見に対する回答は何もなされていないようで

す。ただし、「構成図に挿入する」と、この中間報告の１２～１３ページにかけ

て図がしめされています。この図の中に出されたご意見を取り込むという方向で

理解してよろしいですね。 

（事務局） 

 はい。 

（委員長） 

 ということでございます。他にご意見ございますでしょうか。そういう方向で、

対応としては示していくということですが。一応、意見は組み込んだという形に

なっています。よろしいですか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

11 番目も同じようなことでございます。「私たちの地域では、婦人会は延々と

続いている。婦人会と消防団はなくてはならないもの。ただ、見直すべきところ

は見直さないからすたれていく。」というご意見でございます。ですから、先ほ

どのご意見、10 番目と同じような形で、構成図に入れ込んでおくという対応で

ございます。このような対応でよろしいでしょうか。 

※了 承 
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（委員長） 

 それから 12 番目です。「中間報告のＰ１３（３）ですね。拠点施設づくりの「地

域住民による主体的な・・・・が必要です。地域のまちづくりを進めていくため

に、を削除してよいのではないか。」ということが、上段の方で出されておりま

す。 

 この点は、いかがでしょうか。拠点施設が一応満遍なくというのは語弊があり

ますが、一応整っているという地域というところもありましょうし、拠点施設が

整備されていない地域もあるのではなかろうかと推察されます。あるところは、

ここに記載されているように、削除されても結構かと思いますが、ないところは、

入れておいていただかないと困るということになるのではなかろうかと思いま

すが、皆さん方、この上段の部分についてお考えいただきたいと思います。上段

を先に処理して、下段はそのあとに行きたいと思います。 

行政から「次回の検討委員会の中で、各地域審議会に上がった意見として、中

身を検討してみたいと思います。」と回答が出されてあります。それぞれ地域の

代表であられる皆さん、自分の地域を振り返っていただいて、いかがなものかと

いうこと、すべて拠点施設が整備されている、整備されていない、半分ぐらいし

かない、いろいろあると思いますが、順番に聞いていきたいと思いますがひとつ

宜しくお願いします。 

（各委員） 

Ａ 自分のところを考えて見ますと、大体拠点施設というものはあるようでござ

いますけども、全体的な目から見れば、まとめたものが重要な意見だと思いま

す。 

Ｂ 施設はありませんけども、使おうと思えば使えない施設はないと思います。

この文章についてはこのままで良いと思います。 

Ｃ 私の地域から見ますと、こういう施設はある程度出来上がっています。しか

し、こういうことであれば、一つ必要があると思います。 

Ｄ 対応策にもありますように、施設があるとこと、ないところがあるかと思い

ますので、やはり外さない方がいいと思います。 

Ｅ 新たな取組みになると思いますので、このような文面はあったほうがよいと

思います。 

Ｆ 私も文面はこのまま残した方がよいと思います。 

Ｇ ここの対応（案）に書いてあるように、施設があるところ、ないところ様々

だと思いますので、そのままでいいのではないかと考えております。 

Ｈ この意見は、うちの地域審議会で出た意見でございますが、対応策を見た場

合、なるほどと思いますので、このままで結構だと思います。 
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Ｉ 拠点づくりで大体作っていますのでいいのですが、もし将来市自体で簡略化

することが発生した場合にやはりこの文章は残した方がいいと思います。 

Ｇ 私もこれで結構かと思います。ただ、施設への移行という表現ですよね。こ

の移行がどの程度の移行で、その程度考えておられるのか判りませんが、結論

的には結構ですが、「施設とすることが必要です。」ぐらいで結構かという気が

しております。 

（委員長） 

 ありがとうございます。一応、全委員さんにお伺いしまして、この主旨からし

てこのまま残しておいてよろしいということではないかというご意見でござい

ました。そういうことを踏まえまして、対応（案）としましては、ここに書いて

あるという形で示しておくということにしたいと思います。よろしいでしょう

か。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 それでは、一番下の 13 番目でございます。「住民自治活動に対する助成はどの

ように考えているのか。」ということでございます。これは、八代市だけでなく、

全国の各自治体、合併したところの地域審議会では、よく出てくる言葉でござい

ます。そこで、どのように考えているのかということですが、助成のことをこの

委員会でどの程度考えることができるのかということですね。この委員会では、

「こうあったほうがよさそうだ」ぐらいはよいとしても、ですから、提言書の中

間報告の案の中に、何ページだったですか・・・。16 ページの中に、財政的支

援という形で、この程度既に謳っております。ですから、12 月の最終の提言を

いただいたものが、市として今後どのような支援ができるかを検討する。ですか

ら、ここでは提言はする。最終決断は市が行う、市長さんのところになるもので

すから、八代市がどういう助成を行っていただくかを決めていただくわけでござ

います。一応、中間報告に書き込まれていることを、こうやってほしいとかかげ

られていらっしゃいますから、既にご指摘に対することは記載済みになっている

ということができようかと思いますが、いかがでしょうか。16 ページにはこの

ような記載がなされています。いかがでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 14 番目でございます。「各自治分館でいろいろな活動を行ってきたが、その活

動はどうなるのか。」という意見が地域審議会から出されました。これに対しま

す回答は、「各町内会の活動は，今のまま継続されていくもの。」という回答がな
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されております。「新たな住民自治組織は、議論を重ねて組織作りをして、将来

的には宗像市のような、住民で出来ることは住民でやって頂いて、それで出来な

いものは行政が担うような役割分担をし、まちづくりを行っていくというもの。」

というような回答がされております。その対応（案）としては、「住民説明会及

び広報紙等において、理解しやすいような文面、図で示すようにする。また、先

進地事例も交えながら行うようにする。」というようなことですが、このような

対応策でよろしいでしょうか。 

 私から事務局にお聞きしたいのですが、住民説明会というのは、ニセコ町とか、

静岡の掛川市とか、或いは三重県の藤原町とか、ああいうところでやっているよ

うな住民説明会を考えているのでしょうか。というのは、理解しやすいような文

面、それだけではなく図でも示していくというのは、ニセコ町は典型的な中学生

でも読めば、町の様子が解るような解りやすい文書と図で中身を示しているので

す。それを基に説明会を行っていく。掛川市の場合は、市長を初めとして幹部が

地区に出向いていって話し合いをすると。一方的な行政の説明だけではなくて、

その地域に係る諸問題について、どうやっていくかというやり取りを踏まえた説

明会を掛川市の場合はやっているわけです。ですから、そういう内容をこの対応

の中では考えているのかどうか。文面の方は、恐らくニセコ町のやり方に似てい

ると思いますけども、「先進事例も交えながら」と下に書いてありますので、先

進事例というのはそういったことではないかと読み取ったわけですから。 

（事務局） 

 住民説明会は、この提言が出まして、当然この前の地域審議会の中でもこの資

料を皆さんにお配りしていますが、概要版として、Ａ３ものに簡略してまとめた

もので説明をしています。ですから当然、これを地域住民に今後進めますよと言

っても難しいと、当然解りやすい説明をしないといけないと思います。それと、

この住民自治を進めていく上では、行政が指導していくということではなくて、

地域の人が理解しないとやっていけませんので、当然その地域に入っていって、

説明会をしていくと。このようなものを進めて行きますよと、理解をしてくださ

いという中で、形づくられていくものだと思いますので、そのような説明会を今

後は、開いていかなければならないと思いますし、解りやすい資料を作って、取

り組んでいくことになろうかと思います。ただ、先ほども申しましたが、この提

言を受けまして、市として基本的な指針、そして、実施プログラムを作って参り

ますので、その中で解りやすいよう形にして、住民にお知らせすることができる

よう方法でいきたいと思います。具体的に中身はこうだということは書けません

が、そのような方向性になると思います。 

（委員長） 

 というような対応策を考えておられますが、委員の皆さん方、この点何かご意
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見はありますか。よろしいでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

恐らく、第 6回までこの検討委員会で出された意見を踏まえた形での対応（案）

が入ってこようかと思いますので、一応このような対応の方法でよいということ

にしておきたいと思います。 

それでは、次に 15 番目、12 ページですね。組織の形態、先ほども出ましたが

「部会型」と「並列型」の２つあるが、最終的には１つになるのかというご質問

ですね。それに対して、お答えは「先進地事例として２つ上げてあるが、組織形

態については、地域で工夫し地域に応じたものを作って頂ければ」と、いわゆる

地域の主体性にお任せするパターンとしては、このようなパターンがありますよ

と、一応示してありますが、別に一つにして対応していく必要はない。実情にあ

った方法で対応をしていただければということでございます。ですから、活動主

体の自主性によるという形にして・・・。基本的な例題として示したものであり、

住民の知恵の出し方によって変わっていくという、いわゆる地域の主体性にお任

せをしていくという捉え方、別段一つに画一的なものに押し込んでいくというこ

とではないと。地域の主体性にお任せをするという対応でございます。モデルと

しては、２つの形が示されておりますということでございます。こういう対応で

よろしいでしょうか。 

※了 承 

 

（委員長） 

 16 番目です。「集落のいろいろな行事に対して、旧町の時は奨励金が出ていた

が、新市になって財政的に厳しくなり支援ができなくなったため、新たな住民自

治組織を作ろうということになったと思うが、今のままでいいのではないか。」

というご意見が出されております。それに対しまして、「防犯や防災で１番活躍

できるのが住民自治と考えており、また、みんなで協働していろいろな課題に対

応していこうというのが、先進地で持たれています。行政からの押しつけではあ

りませんが、こうした組織づくりは必要だと考えている。」こういう回答がなさ

れておりまして、そして、当委員会で対応していきたいという（案）では、「積

極的な広報活動を行う。既にこの点に関して提言書に盛り込んでいる」というこ

とですね。盛り込んでいますのは、何ページでしたかね。 

（事務局） 

 15 ページです。 

（委員長） 
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 はい。（１）解りやすい情報の公開と共有というところですね。「住民と行政が

対等のパートナーとして協働を推進していくためには、住民と行政との信頼関係

を構築していくことが重要です。そのためには、行政側が住民へ積極的に情報を

公開し、同時に住民側も自由に情報を発信し、情報の共有化を図っていくことが

必要です。」とこういう形で盛り込んでございます。したがって、積極的な広報

活動を行う、これだけでいいのかという問題は別として、一応盛り込んでいると

いうことでございます。何かご意見はございますでしょうか。よろしいでしょう

か。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 17 番目に移りたいと思います。「現在の自治会を、束ねる１つの新しい自治会

組織は小学校区単位を基本として中央公民館的なものを作ろうとしていると思

うがその作り方を教えてもらわないとわかりにくい。」というご意見が出されま

した。これに対しまして、「今の町内会は変わらない。例えば防犯・防災関係は

１つの集落で対応できないので、小学校区単位で組織を作って対応していこうと

いうもの。」だということでございます。いわゆる事案の内容によっては、小さ

な集落では対応できないことが現実社会では発生いたします。最低、そのような

事案に対して対応できる最小単位を小学校区単位ということを考えているとい

うことでございます。ですからその単位を基とした組織ですね、それを考えて対

応していくということは、当然のことではなかろうかと思います。したがって、

その対応としては、「住民説明会及び広報紙等において、理解しやすいような文

面、図で示すようにする」と前にも同じようなことが書かれておりましたが、こ

ういう疑問に対して、解りやすい内容の示し方で対応していくということでござ

います。これでよろしいでしょうか。 

※了 承 

 

（委員長） 

 18 番目です。「現在、ボランティア活動でお茶のみ会を行っているが、社会福

祉協議会のいきいきサロン事業の必要性を感じる。自治組織の福祉部会ができた

ら、その部会でその事業が出来るのでしょうか。」ということでございます。こ

れに対して、「新たな住民自治組織を作った時に必要であれば、いきいきサロン

もその中でやっていくことになる。」いわゆる、地域に任せるということですね。

「いろいろな補助金についても一纏めにすることで、例えば、地域で福祉部門が

遅れているとなれば、地域にあった使い道が出来る方法もあり、予算を重点的に

使うことも可能になる。」これも先ほどのことと同じように、支援のところと同
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じようなことになります。このようなご回答がなされておりまして、この問題に

対する意見としましては、「画一的に推進すれば、住民自治を遅らせることにな

る。」つまり後退させることになると、「各地域の多様性・個性に基づく展開が自

治活動強化の基礎である。」したがって、「実施計画において、判りやすく事例と

して出すようにする。」というのが対応でございます。画一的には行政は押し付

けたりはしませんと、各地域の主体性に基づいて、「この点が弱ければ、強化す

るためにやればどうぞ」ということ、「伸ばしたいということであれば、どうぞ」

ということになろうかという対応をしていくということでございます。よろしい

でしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

次です。「今ある単位自治会はそれぞれ規約を作成して活動をされているが、

今後、小学校校区を単位とする地域協議会を設立した場合、今後の単位自治区の

あり方及び地域協議会との関連はどのように検討されているのか。」ということ

でございます。これにつきまして、回答は、「今後、住民自治によるまちづくり

の推進に関する提言を受けて、その後設立する推進本部において住民自治のあり

方について基本方針、実施計画を作成する上で検討を行いたい。」ということで

ございます。この点はもっぱらどちらかというと、この委員会においては、推進

に向けてというところで、「こうあってほしい」ということは申し上げますけど

も、実際の対応は、八代市行政において、具体的に判断され、取り組んでいかれ

るであろうと思います。したがって、対応でもこの委員会としては、推進に向け

てというところにおいて、触れていくと、「この点をこうあってほしい」という

ようなことを触れて行きたいということですが、「こうあってほしい」という点

に対しまして皆さん方のご意見を一つ二つ承っておきたいと思います。どなたで

も結構でございますが。 

（委 員） 

 やはり、住民自治組織を作っていくには当然規約は必要になってくると思いま

す。 

（委員長） 

 規約の問題ですね。それから、もう 1つございませんでしょうか。 

 単位自治会がそれぞれ規約を作る、それが一つと。それから、それぞれが規約

を作っていく。もう一つは小学校単位にいくつの単位自治会が入るかということ

を考えないといけない。一つの単位自治会＝一つの小学校区には、多分ならない

だろう。なるところもあるかもしれませんが、ならないところもある。そうしま

すと、いくつかの単位自治会がネットワークを結んで、そして、一つの小学校区
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単位の地域協議会となる。そこで連携をするルールを考えておかなければならな

いと、だからそういった点を将来の方向性として、小学校区単位で対応をしてい

くのであれば、その中に構成している単位自治会間のネットワークを十二分に考

えて条件を整えて取り組んで行っていただきたいということを、この委員では出

しておくということでいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 ※了 承 

 

（委員長） 

 20 番目でございます。「提言の内容は、これからの地域の課題解決のために

は必要な事項と理解できるが、具体的な範囲設定では小学校区単位が基礎となっ

ている。山間地ではかなりの無理があり、小学校分校校区など、地形的なもの地

縁的なもののくくり方では実働するときにその活動に多大の影響が出ると心配

される。できれば今後の検討では画一的なものではなく、実際に地域住民が取り

組めるようなある程度余裕をもった区画設定も念頭において欲しいと思いま

す。」これはごもっともな意見であると思います。「そのような意見があったこと

を委員会に持ち帰り、委員さん方に検討していただく。」というふうなことにな

っているようでございます。この点についても、当初から小学校区だけで、すべ

て決め付けてしまうということ、そうならない地域も存在するという意見が出さ

れておりました。そういう地域には、地域にふさわしい形のものをその地域で考

えて対応していくということが必要であろうと思います。提言書では記載済みと

いう形で 12 ページの仕組みづくりですね。「八代市には次のような組織構成が考

えられます。旧称学校区による単位、いくつかの小学校区を束ねた単位」、その

ようなことで、地域で作っていくということ。これは一応提言書の中に示されて

いるということで、これはこのような確認でよろしいでしょうか。 

※了 承 

 

（委員長） 

それでは、いよいよ最後になりました。「住民自治組織を立ち上げるにあたっ

ては、当然予算も必要であり、また、人材も必要であると考える。ついては、こ

れらに関する行政からの支援を明確化するよう検討委員会にお願いしたい。」支

援を明確化する、これは支援の内容なのでしょうか。どっちなのでしょうか。単

なる支援・・・。 

（事務局） 

 支援の内容です。 

（委員長） 

支援の内容の明確化ですね。この委員会でも検討してくれというご意見でござ
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いました。回答も仕方なく「委員会に持ち帰り、委員さん方の意見に沿って対応

していく。」という対応になっております。一応、これまでの委員会で出ました

意見を踏まえまして、一応、対応（案）が書かれております。「検討委員会とし

ては、地域の特性に応じて、地域の取組み方やその方向性は尊重し、補完性の原

則を踏まえる必要がある。そのため、答申書は総論的な表現とする。」というこ

とですね。支援の中身を明確化すると大変具体的なものになる。そうしますと、

総論賛成、各論反対と地域によっては、それぞれ意見の相違でややこしい問題が

出てくるという気がいたします。そういう個別具体的な内容は、多分八代市行政

の中で具体的な住民自治の強化策を、住民自治実施計画の中で盛り込まれてい

く。その際、この点については、この委員会では「こういう具合にやってほしい」

と言っておきますので、それを踏まえた具体化が実施計画の中で示されていくと

いうふうに理解をしておいてよろしいかどうかということでございますが、そう

いう形でよろしいでしょうか。 

※了 承 

 

（委員長） 

 一応、地域審議会で出されましたご意見、ご質問に対する解答と、それに対す

る考え方を確認いたしました。21 項目について確認させていただきました。で

すから、この後は確認した決定事項を事務局の方で、提言書の修正作業を行って

いただいて、そして大枠、冒頭のところでも意見をいただきましたが、最後のペ

ージに「推進に向けて」というところが真っ白の状態でございます。その中身を

各地域審議会からの意見を踏まえて、この検討委員会でどの点を行政に訴えてい

くべきか、重点的に伝えていくべきかにつき、21 項目にわたり確認させていた

だきました。その中で、21 項目すべて出すのか、それともこれと、これだとい

うもの 3点、5点程度を重点的に伝えて、実現の方向へ向かってほしいというこ

とを、八代市の行政に対して、当委員会から意見を出しておくということが最後

の締めくくりとして必要ではなかろうかと考えられます。ただ提言するのではな

くて、最後にはパンチを効かせた「これぐらいはやるべき」だというものを行政

に対して言っておきたいということなのですが、どなたからでも結構です。 

（委 員） 

 別にパンチを聞かせた表現は考えていませんが、そこら辺は、これまで第６回、

７回の論議の過程がありますので、委員長と事務局の方にお任せをしたいと思い

ます。それとですね、私６回に出てこようと思っていたのですが、直前になって

ですね・・・。そこで、質問なり発言をすべきだったんですが、今日いいですか

質問しても、時間をいただいて。 

（委員長） 
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 はい。 

（委 員） 

 それと、坂本の地域審議会では、第３回が市長との意見交換会等々がありまし

たので、最終報告待ちという側面もありました。ですから、質問事項はそんなに

出ていません。最終報告を待って、最終的に審議をして、検討をしようというこ

とです。ですから、そこら辺を含めてですね、私が気付いている点、質問事項を

申し上げたいと思いますので、時間がありませんが。 

中間報告を順番で私が気付いているところから申しますと４ページですね。地

域社会を取り巻く環境の変化がありますね。ここに、４行目に「一方、長引く景

気低迷により税収減」ですね、税収減は十分判かります。ただ、一般的には景気

動向としては、私の実感としては、景気低迷ですが、世間的な表現としては、「景

気が上向いている、好景気が持続している」という表現ですね。ですからもう少

し説明の肉付けといいましょうか、ただ一方的に長引く景気低迷ということでな

くて、とり方によっては景気低迷であるにしても、「こういうことで景気低迷の

考え方を取りますよ」ということで、付け加えていただくと実態に沿うと考えま

す。 

次に 7 ページです。「自治会長と市政協力員制度」の 4 行目に「八代市では～

と書いてあって、自治会の長が非常勤特別職として委嘱されています。」と書い

てありますが、坂本の場合、皆さんご承知のとおり、合併前までに中央公民館が

あって、条例によって地区公民館があって、それに各集落ですね、各公民館長が

いました。今も市政協力員とは別に、独自に各集落の公民館長がいます。ですか

ら厳密に言えば、この文章は坂本の場合には当てはまりませんので、そのことも

含んでいただくと結構かと思います。ただ、旧八代郡の方で 1、2 部の方は、こ

れに該当する方がいるのではないかと思っています。坂本の場合は 75 集落があ

りますが、兼務の嘱託員、今の市政協力員ですが、合併前のデータで 38、37 が

独自にいたのです。本日も担当者に打ち合わせましたが、データを取っていない

のかどうか判りませんが、大勢としてはそう変わらないだろうと。ですから坂本

の場合は、自治会長が即市長から市政協力員として委嘱をされているわけではあ

りません。という実情ですから、そこら辺はご理解おき願えればと思います。 

それから、9ページです。この協働のあり方で、民民協働、公民協働がありま

すが、確か第 4回までは「市民」という謳い方がしてありました。その市民の中

に公民、民民のどちらかに「企業」ということが入っていたかと思います、言葉

として。この前、委員長の話の中で「住民を定義するのはなかなか難しいが、基

本的には、地方自治法の住民を基礎において、それに自治活動を行っていくため

に八代独自の考え方をプラスアルファとした自治活動や企業という形の団体も

住民に入れましょう。」という話が議事録で見ると出ていました。ですから、で
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きれば、私はいつ企業という文言がここから消えたのか、議事録を調べてきまし

たが、はっきりしません。できればやはり、「企業」も協働体の主要な相手です

から、以前、3、4 回までに「企業」という文言が出ていたかと思います。です

から、5、6 回で消えていますので、やはりできることなら「企業」という文言

も復活していただければと思います。 

それから、もう一つ 16 ページですね。前回に議会のことは始めて出てきてい

ますよね、議会との関係は。私も当初から議会との関係は関心を持っていました。

第 3 回の検討委員会の前に配布されました「市民と行政の協働に関する参考資

料」というものを拝見しました。その中には、千葉県の浦安市、長野県の千曲市

の中で、同じような表現だったと思いますが、「市民参加、参画は、地方自治制

度の根幹である代表民主制、議会、長を補完支援するために推進しますと、そし

て市民参加、参画の実行性を高めるために市民・議会・行政のより一層の連携強

化に努めます。」という表現があったと思います。金沢市にも書いてあったかと

思います。それも全く同感だと思います。要するに議会と協力、或いは議会・行

政・市民ですね、との連携は必要不可欠だと思います。そういう観点からします

と、ここに書いてありますように、「市議会も地域住民との相互補完を通じて、

政策づくり、いわゆる条例制定づくりに取り組むことも十分に考えられます。」

とういう表現ですね。これは、オブザーバーとして、確か部長さんのご答弁だっ

たかと思いますが、それはよく判ります。その中にも確か、「議会を十分尊重し

ております・・・云々」というような表現であったかと思います。そういうこと

ですから、もう少し議会との、或いは委員長の話で熊本市が自治基本条例で議会

と揉めている、そのまま棚上げですか、ということになっているということです

から、議会との関係にはもう少し配慮した表現をしてもらったらどうかというよ

うな気がいたしております。ただこの文章を見てみますと、どっちを見て書いて

あるのかなという気がしないでもない。そこら辺を事務局のお考えを聞かせてい

ただければと思います。私は議事録を読んでいますので、事務局だとか部長さん

のお考え方もよく判りますし、一方でそのような説明がなされておりますので、

私たちが地域自治を工面する場合、やはり住民に納得できるような形で、説明が

できるように本日教えていただきたいと思います。以上です。 

（委員長） 

 ありがとうございました。今のご指摘のところですね、1番目は「一方、長引

く景気低迷による」というところ。最近は景気は上向き方向にあるというのが、

一般的であるのは確かにそうなのですが、大都市を中心とした殆ど東京なのです

が、中心ではそうでございまして、全国の景気ベースを引き上げるという力が東

京にはあるわけでして、ところが地方都市、地方は、例えば、有効求人倍数をひ

とつ取り上げましたも 10 月の有効求人倍率は、東京は 2.76 でございます。熊本
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はどうかというと、0.86 でございます。ですから東京はものすごく上向きです

ね、全国の経済景気を高める力を出しているのですが、地方はまだその域に達し

ていないという。ですから、その辺のところをちょっと 1、2 行正確に表現する

とすれば、1行半で入るかと思いますので、工面して入れてください。 

2 番目、坂本村の実態の事実確認ですね。地域によって、実態はまちまちであ

ることは判っておりますので、その点のところで大きく異なった表現になってい

るところは、実態に沿うような形に変えていただきたいということです。 

3 番目、民民協働、公民協働、公公協働というところで、住民という言葉に変

えられて、それから「企業」というところが前にあったがなくなっているのでは

ないかということ。どこにあったかを探しますと、一番最後の用語解説の中に住

民は、「八代市在住・在勤・在学する個人、市民活動団体（ＮＰＯ法人を含む）、

自治会及び企業をいう。」ここの中に込みこみで住民という概念の中に企業も入

れ込んであるということでございます。 

それから、最後の議会のあり方について、もう少し住民自治強化のために議会

の役割というものがあるのではないか、もう少し足してもらったらと、これはご

もっともなご意見だと思います。入れる余地は多分にあると思いますので、その

点は入れ込んでいただいたらと思うのですが、事務局いかがでしょうか。 

（事務局） 

 この部分につきましては、市議会、通常でしたら市から条例等の提案を行って

まいりますが、議員の方からも当然そのような提案ができることはご存知のとお

りかと思います。 

（委 員） 

 それは、前回の会議録で読みました。 

 委員長の説明の中で会議録に出ています。それは判っています。 

（事務局） 

 お答えをいたします。ここに「まちづくり実現のための行政支援策」の 3項目

目、条例制定というところで、この中にですね、市議会の役割として、提出権と

いいますか、議案の提案権を議会としても行使されてはどうでしょうかというこ

とで位置づけていますが、委員がおっしゃったのは、議会の役割ということにな

ろうかと思いますが、議会の役割となりますと、行政支援策の中で謳っていくの

ではなく、第 3章の「住民主体の取り組みに向けて」ここの中でやはり触れてい

くべきものではないかと思います。委員長と相談をしまして、どこの部分で挿入

するべきか検討して参りたいと思います。 

（委員長） 

 よろしいでしょうか。 

 議会の機能は判ります。第 6回の会議録を見れば、議会の機能はこういったも
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のだということは判ります。ただ先進地のように議会との連携・協力を住民サイ

ド、この自治推進のサイドから、もう少ししっかりとした表現はないかというこ

とです。 

（オブザーバー） 

 私の方からお答えをさせていただきます。今ご指摘のように、私が申すまでも

なく、地方自治と申しますのは、やはり議会と行政と住民との連携の上で成り立

っているということは基本的に考えているところでございます。したがって、ど

れかが欠落すれば、いろんな問題は動いて行かないだろうというふうにも思いま

す。そこで、新たな住民自治制度を創設するためには、私は先ず行政としては、

やはり内部の組織をしっかり固めるということが行政内部では一番重要な問題

であろうと思います。それから、議会におきましては、やはり議会と行政両輪の

ごとくということでありますので、議会のご理解が得なければこういう問題につ

いては先に進まない。ご指摘のとおり、熊本市等でもしっかりと進まないのは、

あまり詳しいことは知りませんが、そのような面もあるのかと思います。それか

ら、当然のごとく、住民の皆様方のご理解。この３つであろうと思いますので、

今ご指摘のあったことにつきましては、どこかの文で整理をしておくべきものだ

と思います。これにつきましては、事務局内で検討をさせていただければとこの

ように考えます。 

（委員長） 

 そういう形で検討していただいて・・・。 

（委 員） 

 あと 1 点、11 ページのイメージ図のところですね、ここには企業という言葉

がでてきているわけです。ですから、ここに出ていて、協働の民民ですね、或い

は公民協働に出てこないのはどうかなと。 

（委員長） 

 はい。わかりました。入れ込み方を考えさせてください。 

（事務局） 

 この部分はですね、行政と自治会の協働、行政とＮＰＯ・ボランティア団体の

協働と、当然行政と企業もある。ということで、構成上 1行に抑えようというこ

とで考えたものですから、ここに「等」ということで、当然、「いろいろな組み

合わせ方によって他にもあるのですよ。」というふうなことで、1 行に抑えた関

係で「企業」という言葉が、ちょっと抜けたということです。故意に抜いたとい

うことではなくて、表現上、1行に収めたかったということもありましたので、

そういうことで最後に「等」という、いろんな形のものがありますよというふう

なことでご理解いただければと思います。 

（委 員） 
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 判りました。 

（委員長） 

 はい。それでは、かなり時間も・・・。 

（委 員） 

 蒸し返すようですが、固執はしませんので宜しくお願いしたいと思いますが、 

この質疑の中で 10 番目の婦人会の問題ですね、いろいろと論議をした感じもす

るのですが、なかなか婦人会ということ、坂本のことを言えば、婦人会にはいろ

いろと抵抗がありまして、名前自体がですね。それで、いろんなところで女性部

というような名を使っていますね。婦人会の昔の戦時、戦後ですね、いろんな問

題があって、つぶれてしまったというのが・・・、名称自体にこだわりがあるよ

うな感じがするわけです。そのあたりをもう一歩進まないかなと。蒸し返すつも

りはないのですが。 

（委員長） 

 判りました。 

 都会の方では、女性部会、いわゆる男女協働参画型社会のなかで、昔から使わ

れているイメージにということでそのような使い方が広まっている。ですから、

婦人と呼ぶか婦人部会と呼ぶか、あるいは子供部会と呼ぶのかですね、そのよう

な呼び方だと思いますが・・・。 

（事務局） 

12 ページの表なのですけども、ちょうど婦人会の話題がありまして、その部

会形式にした時にないではないかということがあったのです。それで構成図に挿

入しますということです。いろいろと挙げられることが考えられるということで

○○部会という表現にすると言っていましたが、うちの方でも近年では婦人会と

いう呼び方の問題がありますが、女性会館とかいろんな呼び方に変わって行って

いるということで、女性部会という形で入れさせていただいたらどうかというこ

とです。 

ですから婦人会という言葉を使ったらどうかということは事務局の中でも検

討しておりまして、女性部会あたりで記載した方が適切かなと。ただ次のページ

の並列型、これは現行にある既成の団体を記載していますので、校区婦人会とい

う形にしていますが、そういう現存する会があるものですから・・・。 

（委 員） 

 委員長。この部会というのは、各自治でつくるわけですから、組織でですね決

めていくわけですから関係ないと思います。 

（委 員） 

 10 番目のところに、婦人会もどんどん少なくなっているということと、地域

審議会の意見でも婦人会がより盛り返すようにということが入れてありますの
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で・・・。 

（委 員） 

 ○○部会で結構ですよ。うちは婦人会で作っていますが、女性と婦人の考え方

は十分わかっています。ただ皆さんがまだ親しまれているのでまだ婦人会という

ことでいるわけですよ。私はそれはそれで結構だと思います。結局は各地域で女

性部会にせよ、婦人部会にせよきめていきますので、ここで○○ということが２

つありますので、これで対応していただくと、それでいいのではないでしょうか。 

（委員長） 

 わかりました。 

（委 員） 

 これはですね、地域審議会の中に婦人会長がいます。そこら辺の了解を得ない

となかなか、やはり旧八代市の婦人会というのは募金活動からすべてやっていま

すものですから。あの人たちの存在を、女性部ということですが、農協にも女性

部というのはあります。ただ女性部というのはどこにでもあるのです。そこら辺

をやはり婦人会長さんとも十分協議していただきたいと思います。それから、今

月の10月10～11日に福岡県の宗像市に実際東郷地区の自治研修に行ってきまし

た。2時間半に渡って十分検討してきまして勉強してきました。その中に婦人会

というものはありません。そこら辺がどうなのかということです。それから、3

億 4千万円で土地から建物まですべて市で作っています。旧八代市の中にもない

ところ、はっきり言って代陽校区にはございません。地域コミュニティ施設を作

ってほしいという強い要望があっています。ああいう市の中心部に公民館がない

のですよ。その辺が今まで市が作ってやっているので自分たちで作れというのは

とんでもないのです。その辺は行政が作ってやるべきものです。やはり宗像市で

も行政で作っています。施設の管理はすべて自治会です。そして、補助金、委託

料、それに足りない分を負担金として 350 円取っているようです。そういう形で

非常にスムーズに行っています。これは校区長さんと理事さん 42 名すべて行っ

ています。そういうことを申し上げておきます。 

（委員長） 

 それでは、今までの議論を踏まえまして、一応こちらから行政の方に強調して

おきたいことを最後の「推進に向けて」の中で謳われるべきところで行政に伝え

るという内容を入れ込んでおくということにしておきたいと思います。 

 それから、もう一つ皆さん方のお手元に「はじめに」ということで事務局の方

で原案をつくっていただきまして、今朝ほど私が手を入れて、このような形で書

いてみました。2、3箇所書いた本人が少し気になるところがあるものですから、

全体的な流れとして、このような形でいいのかどうかを皆さん方にお謀りをした

いと思います。若干、字句の修正はあろうかと、文章表現が少し変わってこよう
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かと思いますが、大筋ではこの方向で「はじめに」という文章で付けたいと思っ

ております。読ませていただきます。 

「新八代市では、合併前の旧市町村（八代市・坂本村・千丁町・鏡町・東陽村・

泉村）の特性を反映させるために、合併特例法に基づく地域審議会をそれぞれに

設けています。この地域審議会の役割のなかには「住民自治に関する事項」があ

り、八代市に求められる新たな住民自治制度について、審議・協議することにな

っています。そこで、これからの住民自治のあり方について集中的に議論し、八

代市における新たな住民自治制度の構築に資するため、平成 18 年 2 月 17 日に各

地域審議会のメンバー等からなる「八代市住民自治推進検討委員会」を設置し取

り組んで参りました。 

 まず、本委員会では、まちづくりの主体である住民と行政とが、それぞれの自

己責任と役割を認識して、相互に補完、協力しあう協働によるまちづくりを目指

すため、これまでの自治会活動の現状や課題等を分析して「協働のあり方」や「住

民自治を目指す仕組みづくり」等について検討を行いました。 
つぎに、私たちが暮らしている八代市の現状分析を行いました。その結果、高

齢者世帯、共働き世帯、単身世帯の増加がみられる一方、他方では地域連帯感の

喪失、地域自治意識の低迷、地域活動の担い手不足といった問題現象が生じてお

り、それらが地域社会の運営に大きな影響を与えていることが分かりました。こ

のため、それらへの取り組みとして、地域社会においては、地域福祉や地域自治

活動の充実・強化、青少年の健全育成、さらには防犯防災活動の充実といった、

地域住民にとって身近で重要な課題に、住民自らも対応していくことがたいへん

重要であるとの認識を深め、その取り組み方向を提言としてまとめました。 
本格化する地方分権の進展や厳しい行財政運営のもとにおいては、地域住民自

らが、自己決定、自己責任の下、地域の様々な課題に取り組み、自らの力で切り

開いていくことを真剣に考えていかなければなりません。 
これからは、行政に頼るだけでなく、私たち住民も、地域の安心・安全な社会

づくりのために自らできる範囲で取り組んでいかなければならないでしょう。 
本提言がその一助となることを期待するとともに、この提言を速やかに、かつ

着実に実現されていきますよう、願ってやみません。」ということを 11 時ぐら

いに手を入れました。もう少し事務局と打ち合わせを行い文章を練り上げたいと

思います。その結果は、先ほどの「推進に向けて」の中にと同時に、皆さんのお

手元に配布して、ご意見を伺いたいと思っております。それでよろしいでしょう

か。 
※了 承 

（委員長） 
 それで宜しくお願いいたします。この後、予定されてあることが一つあるよう
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です。行財政改革大綱について、事務局から何かありますか。 
 ※行財政改革大綱（素案）について説明 

 

（委員長） 

 ありがとうございました。行政と行政以外の主体とが協力、連携して、八代市

が書いている問題に行政だけで対応していくよりは、かなり効率的、効果的な面

が出てくるということを私が最初の第 1回目の委員会で申し上げました。ですか

ら、行財政改革の中に行政と行政以外の主体との協力・連携のことが、全国の自

治体で基本的な柱となる形で、市民と行政の協働というのが謳われるようになっ

てきています。2000 年になりまして、ほぼ全国の自治体がこういう方向で取り

組んで来ています。ですから、要はどのように行財政改革が効率・効果に繋がる

のかいうことを行財政改革検討委員会の方で具体的にお示しをする義務がある

と私は思っていますが、どの程度示されているのか。新聞には少しだけ出ていま

したがよく判りませんでした。その辺、私が東京にいたころ、協働で行財政を行

うと、例えば、現在の八代市の年間予算が仮に 500 億円としますと、その 100

億円程度は、市民と協働することによって節約できるのだぞと、いうようなこと

を申し上げたことがあります。恐らく、八代市でしたか、埼玉県の志木市の市長

をしていた穂坂さんという方がいらっしゃいまして、その人が市民と協働を進め

ていくことによって、志木市には 1000 人ほど職員がいますが、50 人でやってい

けるようなことを言っていました。確かにやりようによっては、それが可能かと

思います。そのくらい効果が上がる面も持っていますので、おおいに行政と市民

とが協働を行えるように地域住民の自治活動を積極化させていけば、そのような

効果が出てくる面もある、ということを、市民にも判り易く示していってもらい

たいと思っております。 

 次回は予定されている事柄はありますでしょうか。事務局からお伝えくださ

い。 

 ※次回の開始について 

  

（委員長） 

 一応、11 月 21 日に予定をされているようでございます。 

 それでは、第 7回の委員会をこれにて閉会いたします。ご協力ありがとうござ

いました。 

 


